
慶 弔 規 程 

 

（目的） 

第１条  この規程は、一般社団法人福井県建築組合連合会（以下、「本会」という。）の役員及び会

員の慶弔に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（弔慰） 

第２条  本会の役員又は会員が死亡したときには、次の弔慰金等を贈り哀悼の意を表す。 

（１）会長の死亡  香典金５万円、生花１基、弔電、福井新聞に掲載する。 

（２）副会長、理事及び監事の死亡 香典金３万円、生花１基、弔電 

（３）会長経験者の死亡 香典金２万円、生花１基、弔電 

（４）会員の死亡 香典金１万円、生花１基、弔電 

（５）役員の両親、子供（同居者）及び配偶者の死亡 香典金１万円、生花１基、弔電 

（６）顧問、相談役及び賛助会員の死亡 第３号に準ずる。 

（７）家族葬等で生花を供えない場合は、生花代相当１万円を香典金に加えることとする。 

 

（返戻） 

第３条 前条により贈った香典金、生花等に対する返戻は、会葬礼状を除き、いずれの金品にかか

わらず一切受領しないものとする。 

 

（改正） 

第３条 この規程の改正は、理事会の決議によるものとする。 

 

（施行期日） 

第３条 この規程は、平成２５年４月２４日より施行する。 

 

附則（施行期日） 

１．この規程は、令和７年４月２５日より施行する。（令和７年４月２５日第６回理事会に於いて決

議。第２条第１項～第５項（花輪から生花に変更）、第７項、第３条（返戻）、附則の追加 


